
環境市民厚生常任委員会 
 

日 時  令和５年１２月１２日（火）  午前１０時００分 ～ 

場 所  全員協議会室 

 

１ 開 議 

 

２ 請願審査（意見陳述・質疑～採決）     

 （１）物価高騰に見合う年金支給を求める請願（意見陳述） 

（２）建設アスベスト被害の全面解決へ向けた意見書の提出に関する 

請願（意見陳述） 

 

３ 議案審査 

【市立病院】                

（１）第７号議案 令和５年度亀岡市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

【環境先進都市推進部】           

（１）第１号議案 令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第５号） 

 

 【市民生活部】               

 （１）第１号議案 令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第５号） 

 （２）第12号議案 亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 （３）第２号議案 令和５年度亀岡市国民健康保険事業特別会計 

補正予算（第１号） 

 （４）第４号議案 令和５年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計 

補正予算（第１号） 

 

【こども未来部】              

（１）第１号議案 令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第５号） 

（２）第13号議案 亀岡市立認定こども園条例及び亀岡市立保育所条例

の一部を改正する等の条例の制定について 

 

【裏面あり】 



 

（３）第14号議案 亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育 

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例の制定について 

 

【健康福祉部】               

（１）第１号議案 令和５年度亀岡市一般会計補正予算（第５号） 

（２）第３号議案 令和５年度亀岡市介護保険事業特別会計補正予算 

（第２号） 

 

４ 討 論～採 決 

 

５ 議会だよりの掲載事項について 

 

６ 行政報告                 

（１）第３期亀岡市地域福祉計画中間見直しについて（健康福祉部） 

（２）第７期亀岡市障がい福祉計画の策定について（健康福祉部） 

（３）亀岡市いきいき長寿プランの策定について（健康福祉部） 

（４）第２期亀岡市自殺対策計画の策定について（健康福祉部） 

 

７ その他 
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亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

（ 保険医療課）  



－1－ 

産前産後期間の国民健康保険料の免除について 

【 保険料減額のし く み】  
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            （ ただし 多胎の場合は産前が 3 カ 月と なる）  
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妻の産前産後期間相当分の 

所得割額と 均等割額を減額する。  

資料１  
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保発 0720 第 ４  号 

令和５ 年７ 月 20 日

  

 
 

厚生労働省保険局長 

( 公印省略)  

 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一 

部を 改正する法律の一部の施行に伴う 関係政令の整備に関する政省令の公布 

について( 通知)  

 

今般、 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を 改正する法 

律( 令和５ 年法律第 31 号。 以下「 改正法」 と いう 。 ) の施行に伴い、 全世代対応型の持続 

可能な社会保障制度を 構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に 

伴う 関係政令の整備に関する政令( 令和５ 年政令第 243 号。 以下「 整備政令」 いう 。 )  

及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を 構築するための健康保険法等の一部を改正 

する法律の一部の施行に伴う 厚生労働省関係省令の整備に関する省令( 令和５ 年厚生労働 

省令第 95 号。 以下「 整備省令」 と いう 。 ) が本日付けで公布さ れた。  

整備政令及び整備省令の内容は下記のと おり であるので、 御了知の上、 関係者、 関係団 

体等に対し 、 その周知徹底を 図ると と も に、 その運用に遺漏なき よう お願いする。  

記 

第１  整備政令の概要 

１  国民健康保険法施行令( 昭和 33 年政令第 362 号。 以下「 国保令」 と いう 。 ) の一部改 

正 

⑴ 出産し た被保険者等に係る国民健康保険料の免除措置に関する事項 

ア 世帯に出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産し た被保険者( 以下「  

出産被保険者」 と いう 。 ) がある場合においては、 当該世帯の世帯主に対し て賦 

課する国民健康保険料の所得割額及び被保険者均等割額を 減額するも のと する。  

 ( 第 29 条の７ 第５ 項第８ 号関係)  

イ  アに基づき 減額する額は、 出産被保険者の出産の予定日( 厚生労働省令で定める 

都道府県知事 

地方厚生( 支) 局長 
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場合には、 出産の日) の属する月( 以下「 出産予定月」 と いう 。 ) の前月( 多胎妊 

娠の場合には、 三月前) から 出産予定月の翌々月までの期間に係る所得割額及び被 

保険者均等割額と する。 ( 第 29 条の７ 第５ 項第９ 号関係)  

⑵ その他所要の改正を 行う 。  

２  国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令( 昭和 34 年政令第 41 号) の一部改 

正 

⑴ 市町村の国民健康保険に関する特別会計への繰入金の算定方法等に関する事項 

ア 国民健康保険法( 昭和 33 年法律第 192 号) 第 72 条の３ の３ 第１ 項の規定により  

毎年度市町村が繰り 入れる額は、 厚生労働省令で定めると こ ろ により 、 同法の規定 

により 保険料を 徴収する市町村にあっ ては( 一) に掲げる額と し 、 地方税法( 昭和 

25 年法律第 226 号) の規定により 国民健康保険税を 課する市町村にあっ ては( 二)  

に掲げる額と する。 ( 第４ 条の５ 第１ 項関係)  

㈠ 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、 当該市町村が１ の⑴に定 

める基準に従い所得割額及び被保険者均等割額を減額するも のと し た場合に減額 

するこ と と なる額の総額( その額が現に当該年度分の国民健康保険法第 72 条の 

３ の３ 第１ 項に規定する減額し た額の総額を超えると き は、 当該減額し た額の総 

額)  

㈡ 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、 当該市町村が地方 

税法第 703 条の５ 第３ 項に定める基準に従い所得割額及び被保険者均等割額を 減 

額するも のと し た場合に減額するこ と と なる額の総額( その額が現に当該年度分 

の国民健康保険法第 72 条の３ の３ 第１ 項に規定する減額し た額の総額を超える 

と き は、 当該減額し た額の総額)  

イ  国民健康保険法第 72 条の３ の３ 第１ 項の規定による繰入れは、 当該市町村の国民 

健康保険に関する特別会計( 同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分さ  

れていると き は、 同特別会計事業勘定) に繰り 入れるも のと する。 ( 第４ 条の５ 第 

２ 項関係)  

ウ 国民健康保険法第 72 条の３ の３ 第１ 項の規定による繰入れについて国及び都道府 

県が行う 負担は、 当該繰入れが行われた年度において行う も のと する。 ( 第４ 条の 

５ 第３ 項関係)  

⑵ その他所要の改正を 行う 。  

３  地方税法施行令( 昭和 25 年政令第 245 号) の一部改正 

⑴ 出産被保険者に係る国民健康保険税の免除措置について、 １ ⑴に準じ た改正を 行う 。  

⑵ その他所要の改正を 行う 。  

 

 

第２  整備省令の概要 
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１  国民健康保険法施行規則( 昭和 33 年厚生省令第 53 号) の一部改正 

整備政令による改正後の国保令第 29 条の７ 第５ 項第９ 号において厚生労働省令で定 

めるこ と と し ている場合は、 以下のいずれかと する( 第 32 条の 10 の２ 関係) 。  

ア 被保険者が出産し た後に、 国民健康保険料( 税) の所得割額及び被保険者均等割 

額の減額を受けるための届出を 行っ た場合 

イ  被保険者が出産し た後に、 出産し た被保険者の属する世帯の世帯主が、 当該届出 

を 行っ ていない場合であっ て、 市町村が当該届出で届けら れるべき 事項を 確認する こ

と ができ る場合 

２  国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令( 昭和 38 年厚生省令第 10 

号) の一部改正 

改正法により 、 出産被保険者に係る国民健康保険料( 税) の所得割額及び被保険者 

均等割額の減額相当額について、 市町村が当該市町村の一般会計から 国民健康保険に 

関する特別会計に繰り 入れなければなら ないこ と と さ れたこ と に伴い、 以下の改正を 

行う 。  

ア 調整対象需要額及び市町村調整対象需要額の算定にあたっ て、 保険給付費の支給 

並びに前期高齢者納付金及び介護納付金の納付に要し た費用から 控除するこ と と さ  

れている公費負担額に、 当該繰入額を 加える( 第４ 条関係) 。  

イ  国保令第 29 条の７ の２ 第２ 項又は地方税法第 703 条の５ の２ 第２ 項に規定する特  

例対象被保険者等の保険料( 税) を 減額する場合に交付さ れる特別調整交付金の額 

の算定にあたっ て、 賦課期日に賦課さ れた被保険者に係る保険料の総額を 賦課期日 

における被保険者の総額で除し て得た額( 市町村の平均保険料) に保険料軽減制度 

の対象と なる特例対象被保険者等の総数を乗じ て得た額から 控除するこ と と さ れて 

いる公費負担額に、 当該繰入額を 加える( 第６ 条関係) 。  

ウ その他所要の規定の整備を 行う 。  

３  国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令( 昭和 47 年省令第 11 

号) の一部改正 

⑴ 改正法による改正後の国民健康保険法( 以下「 新国保法」 と いう 。 ) により 、 市町 

村が条例又は地方税法の規定に基づき 出産被保険者に係る国民健康保険料( 税) につ 

き 減額し た額の相当額について、 市町村が当該市町村の一般会計から 国民健康保険に 

関する特別会計に繰り 入れなければなら ないこ と と さ れたこ と に伴い、 出産被保険者 

に係る国民健康保険料( 税) の所得割額及び被保険者均等割額の減額相当額の算定方 

法を 定める。 ( 第６ 条の５ 関係)  

⑵ その他所要の規定の整備を行う 。  

４  国民健康保険保険給付費等交付金、 国民健康保険事業費納付金、 財政安定化基金及び 

標準保険料率に関する省令( 平成 29 年厚生労働省令第 111 号) の一部改正 

⑴ 市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率の算定において、 新国保法第 72 条の 
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３ の３ 第１ 項の規定による繰入金を 、 市町村標準算定基礎額及び都道府県標準算定基 

礎額の算定の基礎と なる国民健康保険事業に要する費用のための収入に含めないこ と  

と する。 ( 第 27 条第２ 項)  

⑵ その他所要の規定の整備を 行う 。  

第３  施行期日等 

１  整備政令 

⑴ 施行期日 

整備政令は令和６ 年１ 月１ 日から 施行する。 ( 附則第１ 項)  

⑵ 経過措置 

第１ の１ ⑴に掲げる事項は、 令和５ 年度分の国民健康保険の保険料のう ち令和６ 年 

１ 月以後の期間に係るも の及び令和６ 年度以後の年度分の当該保険料について適用 

し 、 令和５ 年度分の当該保険料のう ち令和５ 年 12 月以前の期間に係るも の及び令和４  

年度分までの当該保険料については、 なお従前の例による。 ( 附則第２ 項)  

２  整備省令 

整備省令は、 令和６ 年１ 月１ 日から 施行する。 ( 附則)  
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亀岡市立認定こ ども 園条例及び亀岡市立保育所条例の 

一部を 改正する 等の条例の制定について（ 議案概要）  

 

 

１  趣旨 

多様化する保育ニーズに対応し 、 子ども の健やかな育ちを支援するため亀岡市立保育所及び

幼稚園の設置に代えて、 新たな亀岡市立認定こ ども 園を設置するこ と に伴い、 関係条例を次の

と おり 改正し ます。  

 

（ １ ） 亀岡市立認定こ ども 園条例及び亀岡市立保育所条例の一部改正 

ア 別院保育所を山の自然こ ども 園別院に移行するこ と  

〇令和６ 年４ 月１ 日から 、 保育所型認定こ ども 園へ移行 

・ 園名 山の自然こ ども 園別院  ・ 定員 ４ ０ 人（ １ 歳児～５ 歳児）  

 

 

 

イ  保津保育所を保津こ ども 園に移行するこ と  

〇令和７ 年４ 月１ 日から 、 保育所型認定こ ども 園へ移行 

・ 園名 保津こ ども 園  ・ 定員 ９ ０ 人（ ０ 歳児～５ 歳児）  

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

現状① ０ ６ ６ １２ １３ １３ ５０ 

こども園移行後② ６ １２ １２ ２０ ２０ ２０ ９０ 

②－① ６ ６ ６ ８ ７ ７ ４０ 

 

ウ 亀岡市立幼稚園を亀岡こ ども 園に移行するこ と  

〇令和７ 年４ 月１ 日から 、 幼保連携型認定こ ども 園へ移行 

・ 園名 亀岡こ ども 園  ・ 定員 １ ０ ２ 人（ 満３ 歳児～５ 歳児）  

 満３歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

現状① ０ ４０ ６０ ６０ １６０ 

こども園移行後② １２ ３０ ３０ ３０ １０２ 

②－① １２ △１０ △３０ △３０ △５８ 

 

 エ 認定こ ども 園の運営に必要な事項を定めるこ と  

①一時保育事業を行う こ と ができる規定の整備 

認定こ ども 園が行う こ と ができ る事業と し て、 一時保育事業を 加える。 こ の規定に基づ

き 、 保津こ ども 園で一時保育事業を行う 。  

 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

現在と変更なし ０ ６ ６ ９ ９ １０ ４０ 
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②共同の調理室を設けるこ と ができ る規定の整備 

調理室を 備えないこ と と し た認定こ ども 園に食事を提供する必要がある場合は、 その認

定こ ども 園以外の認定こ ども 園に共同の調理室を設けるこ と ができ る規定を 整備する。 こ

の規定に基づき 、 保津こ ども 園新園舎内に、 亀岡こ ども 園分の給食を調理する共同の調理

室を設ける。  

 

（ ２ ） 亀岡市立幼稚園条例の廃止 

亀岡市立幼稚園の認定こ ども 園移行に伴い、 亀岡市立幼稚園条例を 令和７ 年４ 月１ 日で廃止

する。  

 

２  施行日 

時  期 項        目 

令和６ 年４ 月１ 日 施行 

（ 別院保育所のこ ども 園移行）  

令和７ 年４ 月１ 日 施行 

（ 保津保育所及び市立幼稚園のこ ども 園移行、 一時保育事業

の実施、 共同の調理室の設置、 亀岡市立幼稚園条例の廃止）  

 

 

 

 

 



令和５年１２月１２日 

 環境市民厚生常任委員会 
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第３期亀岡市地域福祉計画 

― 令和５年度中間見直し版（案）の概要 ― 
健康福祉部 地域福祉課 

 

１ 計画見直しの目的 

   亀岡市では、令和３年３月に「認めあい、支えあい、助け合えるずっと住みたい

笑顔のまちづくり」を基本理念として、「第３期亀岡市地域福祉計画」を策定し、

地域ネットワークの強化や相談窓口の充実等、地域福祉課題の解決に向けた取組を

進めてきましたが、今年度は、策定から中間年を迎え、策定後の社会情勢・社会基

盤等の変化や福祉行政に関する各種法令等の制定や改正に対応した福祉施策を推

進していくため、「第３期亀岡市地域福祉計画」の中間見直しを実施します。 

 

２ 計画の位置づけと他計画との関係 

   本計画は、社会福祉法第１０７条に定められた「市町村地域福祉計画」として策

定するものであり、「第５次亀岡市総合計画」を上位計画とし、障がい者福祉、高

齢者福祉、児童福祉等の各計画との整合性を図るとともに、地域を基盤として、各

福祉分野を横断的につなぎ、共通する課題の解決を目指す計画として位置づけてい

ます。また、市民主体の地域福祉活動を実践するために社会福祉協議会が策定する

「かめおか地域福祉活動計画」や福祉以外の分野における諸計画とも連携し、「地

域共生社会」の実現に向けた取組として、地域福祉の推進を図ります。 

   なお、今回の見直しにあたり、令和６年度から本格実施する重層的支援体制整備

事業の実施計画を盛り込むこととしています。 
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３ 計画の期間 

   令和３年度から令和８年度までの６年間 ※中間見直しにより１年間延長 

 

４ 計画策定方法 

   亀岡市地域福祉計画策定委員会の開催 

   民生委員児童委員・自治会役員へのアンケート調査の実施 

   各活動団体へのアンケート調査の実施  

   パブリックコメントの実施 

 

５ 計画の構成 

   第１章 計画見直しにあたって 

   第２章 本市を取り巻く環境 

   第３章 計画の基本的な考え方 

   第４章 プログラムの展開 

   第５章 重層的支援体制整備事業実施計画 

   第６章 計画の推進に向けて 

 

６ 基本理念 

   「認めあい、支えあい、助け合える ずっと住みたい笑顔のまちづくり」 

※中間見直しのため変更なし 

 

７ 計画の基本目標  

   基本目標１：誰もが安心して暮らしていける身近なコミュニティづくり 

基本目標２：つながりによる福祉の基盤づくり 

   基本目標３：地域課題を解決する支援体制づくり 

※中間見直しのため変更なし 

 

８ 中間見直しにあたり重点的に取り組む事項 

  別紙「プログラムの体系」のとおり  

※基本目標に変更はありませんが、施策展開として重点的に取り組む項目を 

表しています。 
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９ 重層的支援体制整備事業実施計画 ※今回新たに追加 

   

（１）重層的支援体制整備事業実施計画とは 

   重層的支援体制整備事業を実施する市町村は、社会福祉法第１０６条の５の規定

に基づき、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、当該事業の

提供体制に関する事項を定める実施計画の策定が努力義務とされています。 

社会福祉法第１０６条の３第１項に規定する「包括的支援体制の整備」について

は地域福祉計画に盛り込むこととされており、その具体的な手段の一つとして創設

された当該事業の実施計画については、国が示す策定ガイドラインに基づき、実施

に必要な具体的な事項に特化した内容を記載します。 

 

（２）計画の期間 

   令和６年度から令和８年度までの３年間  

※地域福祉計画に内包した形で策定していることから、以後は地域福祉計画と 

同じ６年間とします。 

 

（３）計画策定の目的・意義 

   当該事業は、地域の支援関係者等の共通認識のもと、緊密な連携体制が構築され

ることによって機能するものであることから、策定のプロセスや手段等も踏まえ、

実施計画の策定を行います。 

 

（４）計画の概要 

   重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドラインに基づき、当該事業を適切

かつ効果的に実施するための基本方針を記載すると共に、下記の必須の記載事項に

ついて盛り込みます。 

① 相談支援機関、地域づくりに向けた支援事業の拠点等の設置箇所数、設置形態 

② 参加支援事業、多機関協働事業、アウトリーチを通じた継続的支援事業の実施

体制 

③ 重層的支援会議の実施方法 

④ 支援関係機関間の連携に関する事項  

 

（５）計画の推進体制 

   かめおかモデルに基づき、福祉なんでも相談窓口を中核機関として、重層的支援

会議等の実施によって、潜在的な課題の掘り起こしや各支援機関との役割調整、支

援全体の把握を行っていきます。また、各福祉分野の専門的な知識を有する学識経

験者等で構成するアドバイザリーチーム会議によって、事業に係る助言・提案・評

価を行います。 
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１０ 策定の経過と今後のスケジュール 

     ○策定経過 

      ７月～８月 民生委員児童委員・自治会役員への地域福祉アンケート実施 

            福祉活動団体への地域福祉アンケート実施 

         ８月 庁内関係課への施策調査 

            第１回策定委員会作業部会開催 

            第１回策定委員会開催 

９月 計画素案の作成 

１０月 第２回策定委員会作業部会開催 

        １１月 庁内連携会議の開催 

            第２回策定委員会開催 

     ○今後のスケジュール 

       １２月 パブリックコメント制度による意見募集（１２月２５日～） 

       １月下旬 パブリックコメント意見結果とりまとめ 

       ２月上旬 第３回策定委員会作業部会開催 

       ２月下旬 第３回策定委員会開催 

     ３月末 第３期亀岡市地域福祉計画  

令和５年度中間見直し報告書の策定 
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j ３ プログラムの体系 
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笑
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基本目標 １ 

誰もが安心して 

暮らしていける 

身近なコミ ュニティ づく り 

基本目標 ２ 

つながりによる 

福祉の基盤づく り 

基本目標 ３ 

地域課題を解決する 

支援体制づく り 

基本目標 

（１）安心して暮らし続けられ

る環境づく り 

（３）災害時の支えあいの 

仕組みづく り 

（２）日常生活を 支える 支援

の充実 

（１）包括的・重層的支援体制

の推進 

（３）権利擁護体制の充実 

（２）相談窓口機能の充実 

（１）市民参加による 

地域福祉の推進 

（３）新たな担い手の育成 

（２）ボランティ ア・ 

市民活動の推進 
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①見守り ・支えあいの体制の充実 
②地域のサロン活動等による地域交流の促進 
③社会福祉協議会による地域福祉の基盤強化 
④民生委員・児童委員活動へのサポート体制の強化 
 

 

①地域福祉活動を行う 活動団体への支援 
②ボラ ンティ ア活動の情報発信 
③市民協働の促進 

①生涯を通じ て行う 福祉教育の推進 
②人権意識の醸成と 地域福祉への理解促進 
③多様な人材育成のための活動の充実 
④活躍でき る 場づく り と 情報発信 

 

 

①各福祉団体や地域の住民組織と の連携 
②関係機関の連携強化と 情報共有 
③複雑で複合化した課題に対する支援 
④庁内連携体制の強化 

 

①各分野の相談窓口の充実 
②身近で分野にと らわれない相談窓口の充実 

①成年後見制度の利用促進 
②金銭管理に関するサービ スの啓発 
③虐待防止の取組 

施策展開 

 

 

 

①見守り 活動の活性化 
②困り ごと の早期発見 
③地域での居場所づく り  
④多様な 社会資源の発掘や把握 
⑤生き がいと 社会参加の促進 

①生活支援サービ スの充実 
②生活困窮者への支援 
③生活環境の整備 
④情報発信の強化 

①防災・減災意識の向上 
②災害時における要支援者の避難支援体制の整備 

【追加した項目】 

（１）-②困り ごと の早期発見 

（１）-④多様な社会資源の発掘や 

把握 

（２）-④情報発信の強化 

【★】 

【★】 

【★】 

【★】 

【★】 
【★】 

【★】 

【変更した項目】 

（１）-④民生委員・児童委員活動

へのサポート体制の強化 

（２）-③多様な人材育成のため

の活動の充実 

（２）-④活躍でき る場づく り と  

情報発信 

【変更した項目】 

（１）包括的・重層的支援体制の 

推進 

（１）-③複雑で複合化した課題に

対する支援 

（２）-②身近で分野にと らわれな

い相談窓口の充実 

各目標の変更点 

【★】は「重点的に取り 組む項目」を表しています 

重点 

【★】 

別紙１ 　 第３ 期地域福祉計画令和５ 年度中間見直し 版抜粋



 

 

①包括的支援に向けた基本的な考え方 

ア 世代や属性を超えた相談の受け止め 

支援員の相談・ 支援のスキルアッ プを図ると 共に、複雑・ 複合的な課題に対し ては、各分

野の支援者がチームと なっ て支援する体制を構築し 、 支援者の負担も 軽減し ながら 、 対象

者が抱える課題だけでなく 世帯全体の課題の把握を行います。  

イ 課題の早期発見と 多機関が連携する支援の仕組み 

課題を抱えながら も 相談支援に繋がら ない人を 早期に発見する ため、 相談窓口に関わら

ずあら ゆる市民と の接点を アウト リ ーチの場と 捉え、 気になる人の段階でアプローチを 行

います。 また、 中核機関である「 福祉なんでも 相談窓口」 が中心と なっ て、 支援機関間の情

報共有や連携し やすい仕組みを構築し 、 課題を抱える対象者やその世帯を中心と し て、 分

野を超えた支援の調整を図り ます。  

ウ 信頼関係を構築し、継続的な社会と のつながりをつく る支援 

対象者やその世帯が地域で孤立するこ と なく 自立し て生活し ていく ためには、 信頼関係

の構築と 継続的な社会と のつながり を形成し ていく こ と が大切です。 し かし 社会と のつな

がり 方はそれぞれの状況や抱える課題により 多様であり 、様々な社会資源を把握し ながら 、

社会と つながり 続けら れる参加支援を行います。  

エ 多様で豊かな地域づく り 

地域の中の潜在的な課題への早期発見やラ イ フ ステージの変化に応じ て必要なと き に必

要な支援に繋げるこ と ができ る緩やかな地域の見守り など、 地域住民や団体が互いに気に

かけあう 関係性を構築するこ と で、 多様で豊かな地域づく り を支援し ます。  

②亀岡市の支援体系図 

包括的支援体制の考え方に基づき 、 対象者に寄り 添っ た伴走的支援の実現のため、 本事業

の支援体系図は次のと おり と し ます。  

  

 

 

◆亀岡市重層的支援体制整備事業 【かめおかモデル】  
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第７期亀岡市障がい福祉計画 

― 策定の概要 ― 

健康福祉部 障がい福祉課    

---------------------------------------------------------------------- 

 

１ 計画の概要及び策定主旨 

（１）計画の概要 

  ア 定める内容 

上位計画である「第４期亀岡市障がい者基本計画（計画期間：令和３

年度～令和８年度）」に定めている７つの基本方針に含まれる一部の個

別の施策、国の法令である障害者総合支援法に基づき給付することと定

められている障害福祉サービス、及び児童福祉法に基づき給付すること

と定められている障害児通所支援等の障がい児支援に係るサービスの

給付数量を定めた事業実行計画である。 

  イ 計画の目的 

給付数量指標を定めることにより、国の基本方針に即した障害福祉サ

ービス等の提供体制の確保及びサービスの円滑な提供を行うため。 

  ウ 策定の理由 

現行の「第６期亀岡市障がい福祉計画」の期間満了に伴い、その後継

計画として「第７期亀岡市障がい福祉計画」を策定する。 

（２）策定根拠 

本計画は、障害者総合支援法第８８条に規定する「市町村障害福祉計画」

並びに児童福祉法第３３条の２０に規定する「市町村障害児福祉計画」に

該当する計画であり、両計画を児童福祉法第３３条の２０第６項の規定に

より一体策定するものである。 

 

２ 計画の位置付け 

「第５次亀岡市総合計画」及び「第３期亀岡市地域福祉計画」を上位計

画とし、これらの上位計画に掲げる障がい者福祉施策を推進するための分

野別計画として策定されている「第４期亀岡市障がい者基本計画」中の一

部分野について数値目標等を定める実施計画として位置付けられるもので

ある。 
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３ 計画の期間 

令和６年度から令和８年度までの３年間 

（２０２４年４月１日から２０２７年３月３１日） 

＊計画期間は、厚生労働省の基本指針により３年度間を 1 期とすること

が定められている。 

 

４ 計画策定の経過と今後のスケジュール 

 

  令和５年 

 

 ６月    第１回亀岡市障害者施策推進協議会の開催 

 

    １０月    策定基準及び方針等の通知受理 

 

    １２月１２日 環境市民厚生常任委員会 策定計画概要説明 

 

今後のスケジュール 
---------------------------------------------------------------------- 

    １２月１５日 第２回亀岡市障害者施策推進協議会の開催 

 

 １２月下旬  パブリックコメントによる計画案への市民意見募集 

          （令和６年１月上旬まで） 

令和６年 

 

 ２月下旬  第３回亀岡市障害者施策推進協議会（予定） 

 

     ３月上旬  亀岡市障害者施策推進協議会より亀岡市へ計画の提言 

 

     ３月下旬  計画策定 
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「第７期亀岡市障がい福祉計画」（案）の概要 
 

１ 基本理念 
（１）障がいのある人の自己決定の尊重と意思決定の支援 

（２）障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施 

（３）施設入所・入院からの地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労

支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 

（４）地域共生社会の実現に向けた取組 

（５）障がい児の健やかな育成のための発達支援 

 

２ 計画の視点 
（１）重度化・高齢化に対応した地域生活の支援 

（２）地域共生社会の実現に向けた取組・仕組み 

（３）常時の看護や介護を必要とする重度障がいのある児童（重症心身障がい

児・医療的ケア児）への支援 

 

３ 計画策定の基盤整備方針 
（１）必要な訪問系サービスの保障 

（２）希望する日中活動系サービスの保障 

（３）グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実 

（４）福祉施設から一般就労への移行等の推進 

（５）相談支援体制の充実と強化 

（６）障がい児支援体制の整備 

 

４ 成果目標 
（１）施設入所者の地域生活への移行【継続】 

施設入所を必要とする人が多いため、ニーズに応じて地域生活へ移行 

するための支援に努める。 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  ア．保健・医療・福祉関係者による協議の場の充実【継続】 

南丹圏域２市１町（亀岡市、南丹市、京丹波町）の状況を鑑みなが

ら、重層的な連携による支援体制の構築について、検証、検討する 

  

  イ．精神病床における一年以上長期入院患者数【継続】 

 地域における精神保健医療福祉体制の基盤を整備するとともに、 

ニーズに応じて地域生活へ移行するための支援に努める。 

 

    ウ．精神病床における早期退院率【継続】 

    精神科病院への入院者について、地域生活への移行促進に努める。 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備【継続・新規】 

  ・南丹圏域２市１町（亀岡市、南丹市、京丹波町）で地域生活支援拠点を整

備・運用するとともに、支援の実績等を踏まえて、年１回以上運用状況を

検証、検討します。 

  ・南丹圏域２市１町（亀岡市、南丹市、京丹波町）において強度行動障がい 

   を有する者に関して、ニーズを把握し、支援体制の整備を検討する。 



4 
 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行及び定着【継続・新規】 

   就労について重要な課題として位置づけ、目標達成に向け、引き続き 

支援に努めます。 

 

（５）障がい児支援の提供体制の整備等【継続】 

  ・障がい児支援については、重要な課題として位置づけ、目標達成に向け、

引き続き支援に努める。 

・重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサー

ビス事業所について市内に１か所を設置しているが、令和８年度末までに

支援に必要な設置数を検討する。 

・医療的ケア児の支援については、令和２年度に圏域で協議の場を設置し、

引き続き関係機関等と今後の具体的な支援について検討する。 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等【継続・新規】 

障がいのある人が生涯にわたり利用できる、より総合的・専門的な相談

支援を実施する機関として設置した基幹相談支援センターの運用状況を

年１回以上検証・検討することで、相談支援体制の充実・強化を図る。 

 

（７）障がい福祉サービス等の質を向上させるための取り組みにかかる体制の

構築【継続】 

・障害者総合支援法の具体的内容の理解を促進する観点から都道府県が実 

  施する研修に積極的な参加を促すよう支援に務める。 

  ・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析し、市内の事 

業所を中心に共有できる体制の設置について、検証、検討する。 

 

（８）発達障がい者等に対する支援【継続】 

   発達障がい児者及びその家族に対し、現行のペアレントトレーニング等 

   による支援を継続するとともに、支援体制の構築について検討する。 

 

５ サービス見込量（一部抜粋） 
〈障がい者等を対象としたサービス〉               月平均実利用人数（単位：人） 

サービス名 

 

令和５年度 

見込み 

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問系サービスの計 150 159 167 176 

生活介護 270 293 296 299 

自立訓練（機能訓練） 1 2 2 2 

自立訓練（生活訓練） 6 9 10 10 

就労移行支援 11 13 14 15 

就労継続支援 A 型 53 66 68 70 

就労継続支援 B 型 273 231 255 281 

就労定着支援 5 6 6 6 

療養介護 18 20 21 22 

短期入所 49 57 60 63 
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共同生活援助(重度向け) 104 97(10) 100(10) 103(20) 

施設入所支援 83 83 82 81 

 

〈相談支援〉                   年間実利用人数（単位：人） 

サービス名 

 

令和５年度 

見込み 

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 610 613 631 649 

地域移行支援 0 1 1 1 

地域定着支援 0 1 1 1 

障害児相談支援 550 584 619 656 

 

〈障がい児を対象としたサービス〉        月平均実利用人数（単位：人） 

サービス名 

 

令和５年度 

見込み 

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援 112 115 127 140 

放課後等デイサービス 386 439 499 567 

保育所等訪問支援 1 1 1 1 

居宅訪問型児童発達支援 0 1 1 1 

医療的ケア児に対する関

連分野の支援を調整する

コーディネーター 

 

2 

 

2 2 2 

 

〈地域生活支援事業〉              
‘①、④は年間あたり利用件数 ②、③は年間あたり派遣件数  

⑤、⑥、⑦、⑨は年間あたり実人数 ⑧は年間あたり利用回数  

サービス名 

 

令和５年度 

見込み 

 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

① 成年後見制度利用

支援事業 
6 7 7 7 

② 手話通訳者・要約

筆記派遣事業 
640 698 713 728 

③ 手話通訳者設置事

業 
4 5 5 5 

④ 日常生活用具給付

の計 
2,362 2,398 2,438 2,478 

⑤ 手話奉仕員養成研

修事業 
51 51 52 53 

⑥ 移動支援事業 80 90 93 96 

⑦ 地域活動支援 

センター 
49 49 51 53 

⑧ 訪問入浴サービス 

事業 
34 53 53 53 

⑨ 日中一時支援事業 61 70 80 90 

※計画中、定量化された成果目標のみを抜粋しています。 
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亀岡市いきいき長寿プラン 

―素案の概要― 
健康福祉部 高齢福祉課   

 

 

１ 計画策定の趣旨 

 
国では、令和７（2 0 2 5 ）年にいわゆる団塊の世代（昭和 2 2 年から昭和 2 4 年生まれ）全

員が 7 5 歳以上の後期高齢者となり、その後高齢者人口は令和 2 2 （2 0 4 0 ）年に向け増加する

と予想しています。 

今後、高齢化の進展と社会を支える現役世代の減少は、介護を支える担い手確保の重要性を

高めます。 

そのため、本市においても、介護保険制度の持続可能性を維持し、高齢者が可能な限り住み

慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくため、本市

の実情に合わせた地域包括ケアシステムの深化・推進及び業務効率化の取組の強化が求められ

ます。 

本市では、こうした状況を踏まえ、これまで地域包括ケアシステムを深化・推進させるとと

もに、地域住民一人ひとりが社会保障の各制度・分野の枠や、「支える側」、「支えられる

側」という従来の関係を超えて、多様な方法で社会とつながり参画することで、生きがいや役

割を持ち、相互に助け合いながら暮らしていくことができる地域共生社会の実現を目指し本計

画を策定します。 

 

２ いきいき長寿プラン とは 

 

「亀岡市いきいき長寿プラン 亀岡市高齢者福祉計画・第９期亀岡市介護保険事業計画」

（以下「本計画」という。）は、前回の第８期計画での取組をさらに進め、令和 2 2 （2 0 4 0 ）

年を見据えた地域共生社会の実現に向け、高齢者数や介護サービスなどのニーズを中長期的に

見据えつつ、今後３年間の高齢者の福祉や介護保険事業についての指針となる計画として策定

します。 

 

根拠法  『老人福祉法第 2 0 条の 8 』 及び 『介護保険法第 117 条』 

 

計 画  「亀岡市高齢者福祉計画」（法律上は、「老人福祉計画」）  

「第9 期亀岡市介護保険事業計画」 

〇 介護保険事業計画は 3 年ごと 

〇 計画は第１期介護保険事業計画（平成 12 年度）から数えて、９回目（第９期計画） 

〇 「第５次亀岡市総合計画」を上位計画とし、関係計画の内容を踏まえ策定 

  

資料３
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３ 関連計画との関係図 

 

 

 
 

 

4. 計画素案の概要 

 

（１） 計画期間  

 

令和６年度から令和８年度 

（2 0 2 4 年 4 月 1 日から 2 0 2 7 年 3 月 3 1 日） 

 

（２） 計画策定方法 

 

ア 高齢者実態把握の実施（令和４年度） 

 

イ 亀岡市いきいき長寿プラン推進協議会の開催  

 

ウ パブリ ックコメントの実施 

        （令和５年 12 月 2 0 日から令和６年１月 12 日（予定）） 

 

亀岡市人口ビジョン・総合戦略 
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（３） 目指す高齢社会像と基本理念、第９期計画の基本方針 

  

  ア 目指す高齢社会像 

〇 本市「高齢者福祉計画」及び「第９期計画」では「第５次亀岡市総合計画」に基づき、

高齢者一人ひとり が、生きがいや役割を持ち、可能な限り 住み慣れた地域で自分ら

しく暮らすことができるまちを目指す。 

 

〇 まちに住む高齢者の多く が「自分は健康であ る （主観的健康感）」と 感じる こと を目

指し、今後、高齢化が進展しても 主観的健康感の水準を維持する。 

 

〇 期間中に団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる令和７（2 0 2 5 ）年を迎え

る。今後令和 2 2 （2 0 4 0 ）年に高齢者人口がピークを迎えることを見据え、高齢者だ

けでなく地域の誰も が、生活における楽しみや生きがいを見出し、お互いに助け合

いながら生きていく「地域共生社会」の実現につなげる。 

 

 

イ 基本理念  住んでよかった亀岡、高齢になっても楽しい亀岡  

         （前期計画を踏襲） 

 

ウ 基本方針  地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

エ 基本目標 

１)   地域包括ケアシステムの強化 

２)  住み慣れた地域で健康でいきいきと暮らせるまちづくり 

３)  高齢者の安全・安心な暮らしを支える体制づくり  

４)  介護保険をはじめとしたサービス基盤の整備 

 

（４） 計画の構成及び各章の概要 

 
   第１章  計画策定にあたって 

計画策定の趣旨、計画の位置付け、計画の期間、計画策定の方法、第９期計画策定のポイント、計画の進捗管理 

第２章  亀岡市の高齢者を取り巻く状況 
人口・世帯数、要支援・要介護認定者数、給付の状況、日常生活圏域の状況、高齢者像、亀岡市の課題 

第３章  基本理念と施策の体系 
亀岡市が目指す高齢社会像、第９期計画の基本方針、施策体系 

第４章  施策の展開 
基本目標１ 地域包括ケアシステムの強化 

基本目標２ 住み慣れた地域で健康でいきいきと暮らせるまちづくり 

基本目標３ 高齢者の安全・安心な暮らしを支える体制づくり 

基本目標４ 介護保険をはじめとしたサービス基盤の整備 

第５章  介護保険サービスの見込みと介護保険料 
介護保険サービスの充実（整備計画）、介護保険サービス料の見込み、第 1 号被保険者保険料の算定 

第６章  計画のロジックモデル及び基本施策の数値目標 
ロジックモデル、基本施策における数値目標 

資料編  
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( 5 )  計画策定に向けた今後のスケジュールについて（経過含む） 

 

令和４年度       高齢者実態把握調査の実施 

 

令和５年 ７月 3 1 日 第１回 亀岡市いきいき長寿プラン推進協議会 

         10 月 3 1 日  第２回 亀岡市いきいき長寿プラン推進協議会 

 

        12 月 12 日  環境市民厚生常任委員会 プラン（素案）概要説明 

 

        12 月 2 0 日  パブリ ックコメントの実施 

               （令和５年 12 月 2 0 日から令和６年１月 12 日予定） 

 

令和６年 ２月     第３回 亀岡市いきいき長寿プラン推進協議会 

 

                   環境市民厚生常任委員会にパブリ ックコメントの結果報告 

計画案（介護保険サービス等）説明 

 

         ３月    介護保険料の改定について 条例提案 
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参考 
介護保険法第 116 条の規定に基づき、国から「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を

確保するための基本的な指針（基本指針）」が示されました。 

当計画は、基本指針で一層の充実が求められている下記の事項に基づき、前（第 8 期）計画を

踏襲・一部改正し策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○ 介護保険法において、厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保

するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めることとされている。 

○ 都道府県及び市町村は、基本指針に則して、３年を一期とする都道府県介護保険事業支援

計画及び市町村介護保険事業計画を定めることとされており、基本指針は計画作成上のガイ

ドラインの役割を果たしている。 

基本指針とは 

 

 

第 9 期基本指針のポイント 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す

る法律（令和 5年法律第 31 号）の交付 
 

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法

律（令和５年法律第 31 号。以下「改正法」という。）」が令和５年５月 12 日に成立し、同

月 19 日に公布された。 

改正法は、介護保険関係では①介護情報基盤の整備、②介護サービス事業者の財務状況等の

見える化、③介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務、④看

護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化、⑤地域包括支援センターの体制整備等を

主な内容としており、今後、令和６年４月の施行に向け、必要な政省令の改正などの施行準備

を順次進めていくこととしている。 

 

  改正の趣旨 
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者

医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し、前期

財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、か

かりつけ医機能が発揮される制度整備、介護保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業

の創設等の措置を講ずる。 

 

１．こども・子育て支援の拡充【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の

医療の確保に関する法律等】 

① 出産育児一時金の支給額を引き上げる（※）とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後

期高齢者医療制度も支援する仕組みとする。 

（※）42 万円→50 万円に令和５年４月から引き上げ（政令）、出産費用の見える化を行う。 

② 産前産後期間における国民健康保険料（税）を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村

で負担することとする。 

 
※資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和５年（2023 年）7 月 31 日） 
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２．高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し【健保法、 

高確法】 

① 後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、後期高齢者負担率の設

定方法について、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代一人当たりの後期高齢者支援

金」の伸び率が同じとなるよう見直す。 

② 前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて、被用者保険者においては報酬水

準に応じて調整する仕組みの導入等を行う。 

健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対する財政支援の導入、被用者保険者の後

期高齢者支援金等の負担が大きくなる場合の財政支援の拡充を行う。 

 

３．医療保険制度の基盤強化等【健保法、船保法、国保法、高確法等】 

① 都道府県医療費適正化計画について、計画に記載すべき事項を充実させるとともに、都道府県ご

とに保険者協議会を必置として計画の策定・評価に関与する仕組みを導入する。 

また、医療費適正化に向けた都道府県の役割及び責務の明確化等を行う。計画の目標設定に際し

ては、医療・介護サービスを効果的・効率的に組み合わせた提供や、かかりつけ医機能の確保の

重要性に留意することとする。 

② 都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営期間を法定化（６年）し、医療費適正化や国保

事務の標準化・広域化の推進に関する事項等を必須記載とする。 

③ 経過措置として存続する退職被保険者の医療給付費等を被用者保険者間で調整する仕組みについ

て、対象者の減少や保険者等の負担を踏まえて廃止する。 

 

４．医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化【地域における医療及び介護の総

合的な確保の促進に関する法律、医療法、介護保険法、高確法等】 

① かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基

づく地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえて医療・介護の各種計画に反映す

る。 

② 医療・介護サービスの質の向上を図るため、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係

る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、介護保険者

が行う当該事業を地域支援事業として位置付ける。 

③ 医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデー

タベースを整備する。 

④ 地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が

参加できる仕組みを導入する。 

⑤ 出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の

認定制度について、期限の延長(令和５年９月末→令和８年 12 月末)等を行う。 

 
 

 

※資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和５年（2023 年）7 月 31 日） 

 



7 

 

 

  

 

 

第 9 期基本指針のポイント 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正

する法律（令和 5 年法律第 31 号）における介護保険関係の主な改正事項 
 

Ⅰ． 介護情報基盤の整備 

〇 介護保険者が被保険者に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医療保険者と一体的に

実施 

 

  被保険者、介護事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共有・活用すること

を推進する事業を介護保険者である市町村の地域支援事業として位置付け 

 

  市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して国保連・支払基金に委託できることと

する 

※共有する情報の具体的な範囲や共有先については検討中。 

 

 

Ⅱ．介護サービス事業者の財務状況等の見える化 

 

  各事務所・施設に対して詳細な財務状況（損益計算書等の情報）の報告を義務付け 

※職種別の給与（給料・賞与）は任意事項 

 

  国が当該情報を収集・整理し、分析した情報を公表 

 

 

Ⅲ．介護サービス事業所等における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取引を推進 

 

  都道府県に対し、介護サービス事業所・施設の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努め

る旨の規定を新設 など 

 

 

Ⅳ．看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化 

 

 〇 看多機について、サービス内容の明確化等を通じて、更なる普及を進める 

 

  看多機のサービス内容について、サービス拠点での「通い」「泊まり」における看護サービス（療

養上の世話又は必要な診療の補助）が含まれる旨を明確化 など 

 

 

Ⅴ．地域包括支援センターの体制整備等 

 

 〇 地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うための体制を整備 

 

  要支援者に行う介護予防支援について、居宅介護支援事業所（ケアマネ事業所）も市町村からの

指定を受けて実施可能とする など 

 
※資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和５年（2023 年）7 月 31 日） 
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いきいき長寿プラン第９期（令和６年度～８年度）で基本指針の

ポイントとしている事項 
 

ア 介護サービス 基盤の計画的な整備 

( １)  地域の実情に応じたサービス基盤の整備 
○中長期的な地域人口動態や介護ニーズの見込み等を考慮し、施設・サービス 種別について既存施設・

事業所のあり 方も 含め検討し、実情に応じ た介護サービス 基盤を確保 

○医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、必要なサービス を効率的かつ効果的に提供

できる体制の確保、医療・介護の連携強化 

○中長期的なサービス 需要を見込み、サービス 提供事業者を含め、地域の関係者と 共有し、サービス 基

盤の整備の在り 方を議論すること が重要 

 

 ( ２)  在宅サービス の充実 
○居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅

介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービス の更なる普及 

○居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよ う 、複合的な在宅サービス の整備を推進する

こと が重要 

○居宅要介護者を支えるための、訪問リ ハビリ テーショ ン等や介護老人保健施設によ る在宅療養支援の

充実 

 

イ  地域包括ケアシステムの更なる深化・推進に向けた取組 

( １)  地域共生社会の実現 
○地域包括ケアシス テムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤と なり 得るも のであ り 、制度・分野

の枠や「支える側」「支えら れる側」と いう 関係を超えて、地域住民や多様な主体によ る 介護予防や日常

生活支援の取組を促進する観点から 、総合事業の充実を推進 

○地域包括支援センターの業務負担軽減と 質の確保、体制整備を図ると と も に、重層的支援体制整備事

業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担う こと も 期待 

○認知症に関する正しい知識の普及啓発により 、認知症への社会の理解を深める こと が重要 

 

( ２)  デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための

医療・介護情報基盤の整備 

 

( ３)  保険者機能の強化 
○給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化 

 

ウ  地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 
○介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による 離職防止、外国人

材の受入環境整備などの取組を総合的に実施 

○都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。介護の経営の協働化・大

規模化によ り 、人材や資源を有効に活用 

○介護サービス 事業者の財務状況等の見える化を推進 

 

※資料：社会保障審議会介護保険部会（第 10 7 回）（令和５（2 0 2 3 ）年７月 10 日） 



 

（２） 亀岡市の現状から見える課題 

〇少子高齢化、地域共生社会の実現、地域包括ケアシステムの深化・推進 

全国的な少子高齢化とそれに伴う地域共生社会の実現という流れは、亀岡市にお

いても同様であり、今後ますます何らかの問題を抱える高齢者は増加・多様化し、

質的にも量的にも様々な支援が必要となります。その一方で現役世代は減少するた

め、従来の「支える側」「支えられる側」という関係を超えた支援体制を構築するこ

とが目指されています。また、要介護３～５では約３人に１人が訪問診療を利用し

ているなど、医療・介護の複合的なニーズを持つ高齢者が増加しており、医療・介

護連携の必要性が高まっています。介護サービスを医療提供体制と一体的に整備し

ていくことが重要であり、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で自分らしく生活

できる仕組みづくりとして、引き続き「地域包括ケアシステム」を推進する必要が

あります。 

 

〇高齢者の介護予防や健康づくり、生きがいづくり 

亀岡市の高齢者は、年齢が上がるにつれて、運動器の機能低下や閉じこもり傾向、

認知機能の低下といった要介護状態となり得る様々なリスクの該当割合が高まるも

のの、「自分は健康である」と感じている人が多くいます。また、生活機能評価では、

低栄養、口腔機能の低下、うつのリスクを除く全てのリスク判定で、前回調査から

該当者の割合が減少しています。今後も多くの高齢者が「自分は健康である」と感

じられるよう、介護予防をはじめ健康づくりに関する取組を引き続き充実させる必

要があります。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、「自分は幸せである」という主観的幸福

感が高い人は４割程度、地域の会や趣味のグループへの参加意向を持つ人は６割程

度いました。また、参加意向を持つ人が健康や生きがいを高めるための様々な活動

につながるよう、通いの場の把握や居場所づくりを推進し、既存の取組や地域資源

の効果的な活用や連携を図る必要があります。 

幸福感と主観的健康感の関係について、「とても不幸」を除くと、主観的健康感は

幸福感が高いほど健康状態がよい方が多くなっています。「自分は健康である」と感

じる人を増やしていくためには精神的健康を高めることも重要です。 

 

  



 

〇介護保険サービスの充実・介護人材の確保 

介護保険事業についてみると、要介護度が高いほど介護保険サービスの利用が多

くなっており、要介護３～５の方でも家族の介護を受けている方が多いことから、

現状として、要介護状態であっても介護サービスの利用をはじめ、家族等の介護者

に支えられ生活していることがうかがえます。 

高齢者のみの世帯の増加や、8 5 歳以上人口の増加に伴い、認知症の人や認知機能

が低下した高齢者の増加が見込まれるなかで、地域で生活する高齢者等の意思決定

支援や権利擁護の重要性が高まっています。必要な介護サービス需要が変化・多様

化することが想定される一方、生産年齢人口の急減に直面することを踏まえ、必要

なサービスが過不足なく提供できる体制を維持する必要があります。そのためには、

介護給付適正化をはじめ、介護支援専門員等の質の向上、業務の効率化などを着実

に推進することが求められます。特に、介護人材の確保や介護現場における生産性

の向上については、働きやすい職場環境の整備や、課題に応じた介護ロボット・ＩＣ

Ｔの活用なども含めた検討が必要です。 

 

〇認知症施策の充実 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、自身や家族に認知症状があると回答し

た人でも、半数近くが認知症に関する相談窓口を知らないという結果になっており、

幅広い世代への認知症に関する情報提供と、認知症への理解を深めるための正しい

知識の普及啓発に継続することが重要です。 

在宅介護実態調査では、在宅介護を継続する上で介護者が不安に感じる介護とし

て「認知症状への対応」が多く、認知症の人やその家族等が地域で安心して生活で

きる支援体制の整備・充実が必要です。 



 

 
 

 

令和 2 2 （2 0 4 0 ）年を見据えた地域共生社会の実現に向け、今後ますます複雑

化・複合化する地域住民のニーズに対応するため、地域づくりに向けた支援を一体

的かつ重層的に支援する「重層的支援体制」の構築を検討しながら、地域包括ケア

システムのさらなる深化・推進を図ります。 

地域ケア会議の充実や地域包括支援センターの機能強化（業務負担軽減と質の確

保）、元気高齢者の参入などによる生活支援サービスの充実、在宅医療・介護の連

携の推進、認知症施策推進大綱に基づく認知症の「予防」と「共生」を実現できる

社会基盤の整備を推進します。 

地域住民を地域づくりや日常生活の自立に向けた支援を担う主体として捉え、多

様な主体による介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるよう、総

合事業の充実を推進します。 

 

 

健康でいきいきといつまでも暮らしていくためには、年齢にとらわれることな

く、生きがいや役割を持ち、自分らしい姿で暮らし、地域の人々と助け合い支え合

うことが重要です。 

高齢者が生きがいを感じ、社会を支える一員として活躍できるよう、高齢者の活

動支援や就労支援、健康づくりの推進、地域活動・地域交流の支援、生活空間のバ

リアフリー化や地域居住のための支援を含めた地域環境の整備とともに、総合事業

の充実、介護予防の取組を推進します。 

 

 

生活面に困難を抱える高齢者等への支援と住まいや生活環境の取組を一体的に

進めるなど、高齢者にとって生活機能が低下した場合にも、安全・安心で優しい居

住環境の整備を推進します。 

高齢者の権利擁護の促進として、高齢者虐待防止法に基づき、関係部署・機関等

との連携体制強化を図ります。 

また、高齢者への防犯や交通安全に対する普及啓発や災害時の支援体制の整備を

図ります。 

さらに、高齢者を地域で支える仕組みができるよう、ボランティア活動の推進や

市民団体の育成支援に取り組んでいきます。 

  

地域包括ケアシステムの強化 

 
基本目標１． 

住み慣れた地域で健康でいきいきと暮らせるまちづくり 基本目標２． 

高齢者の安全・安心な暮らしを支える体制づくり 基本目標３． 



 

 

 

 

介護保険を必要とする人に過不足ない介護保険サービスが提供されるよう、事業

者、専門職が連携して支援できる体制整備を推進します。 

また、医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効

率的かつ効果的に提供する体制の確保と医療・介護の連携を強化します。 

介護保険の適正な利用に向けた普及啓発を行うとともに、適切な介護サービスが

提供できるよう、介護人材の確保や質の向上、業務の効率化に努めます。ケアプラ

ンチェックや請求内容の点検などを実施し、介護給付の適正化を推進します。 

また、介護予防の基本理念や保険者としての方針について、事業者、専門職など

に対して周知するとともに、介護者に対して介護知識・技術の習得支援や介護者同

士の交流の機会などを提供し、介護に疲弊してしまうことを防ぎます。 

介護職員の負担軽減、専門性を生かしながら働き続けられる環境づくりや、医療・

介護を担う人材が互いに連携しながら、いきいきと働いている姿を発信することに

より、介護人材の確保・育成を図ります。 

さらに、高齢者が災害や感染症の脅威に直面した場合にも安全を確保できるよ

う、関係機関と連携し対策を進め、介護施設・事業所における業務継続計画（B C P）

の徹底を推進します。 

 

 

 

 

介護保険をはじめとしたサービス基盤の整備 基本目標４． 



「第２期亀岡市自殺対策計画」 
― 計画案の概要 ― 

              健康福祉部 地域福祉課 

 

１．計画策定の目的 

国においては、平成２８年に改正された「自殺対策基本法」及び平成３０年に

策定された自殺対策の指針となる「自殺総合対策大綱」に基づき、政府による自

殺対策が推進されていますが、依然として全国では年間２万人をこえる人が自殺

で亡くなっている現状があり、また令和２年以降、新型コロナウイルス感染症の

拡大が自殺の要因となり得る様々な課題を悪化させたことなどにより、自殺者の

総数が１１年ぶりに前年を上回っており、さらなる対策に取り組まなければなら

ない状況です。こうした中、国においては令和４年に「自殺総合対策大綱」の改

正がされ、コロナ禍の影響も踏まえた取り組みの指針が示されました。 

本市では、平成２３年に「セーフコミュニティかめおか自殺対策委員会」を設

置し、平成３１年３月には「亀岡市自殺対策計画」を策定して「誰もが自分らし

く支え合えるまち」づくりの実現に向け、様々な取り組みを実施してきました。 

今回、計画策定から５年が経過することや国が改正した「自殺総合対策大綱」

の内容を踏まえ、本市における自殺対策の現状と課題を検証し、今後の自殺対策

を更に推進していくため、「第２期亀岡市自殺対策計画」を策定します。 

 

２．計画の位置付け 

本計画は、自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項に基づ

き、本市の状況に応じた自殺対策を進めるための方向性や目標を定めるもので、

「第５次亀岡市総合計画」及び「第３期亀岡市地域福祉計画」との整合性を図り、

「京都府自殺対策推進計画」並びに地域の実情を勘案して策定するものです。 

 

３．計画期間 

本計画の期間は、令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。 

 

４． 計画策定方法 

・セーフコミュニティかめおか自殺対策委員会の開催 

・自殺対策委員会 計画検討ワーキンググループの開催 

・パブリックコメントの実施 

 

 

資料４

１



５．計画の構成 

第１章 計画策定の概要 

第２章 亀岡市における自殺の現状 

第３章 前回計画の検証と課題 

第４章 自殺対策の基本的な考え方 

第５章 自殺対策の基本施策と重点施策 

第６章 自殺対策の推進体制等 

第７章 セーフコミュニティかめおか自殺対策委員会における取り組み 

 

６．基本理念 

「誰もが自分らしく 支え合えるまち を目指して」 

 ※前回計画の基本理念を踏襲 

 

７．計画の目標 

   国の自殺総合対策大綱において、当面の目標として「令和８年までに自殺死亡

率を平成２７年と比べて３０％以上減少させること」とされています。 

亀岡市における自殺死亡率は、平成３０年まで年々減少しておりましたが、令

和元年以降、増加傾向にあることから、「令和８年までに平成２７年と比べて  

３０％以上減少させ、それ以降も更に減少させること」を目標とします。 

 

６．計画策定のポイント 

   ※【別紙１】のとおり 

 

７．策定の経過と今後のスケジュール 

（１） 策定経過 

７月   ・自殺対策ワーキング会議①の開催 

        計画骨子・策定スケジュールの検討 

   ・ＳＣかめおか自殺対策委員会①の開催 

        計画骨子・策定スケジュールの検討 

９月   ・自殺対策ワーキング会議②の開催 

計画素案の検討 

１０月  ・ＳＣかめおか自殺対策委員会②の開催 

        計画素案の検討 

１１月  ・自殺対策ワーキング会議③の開催 

        計画案の検討 

２



 

（２） 今後のスケジュール 

１２月  ＳＣかめおか自殺対策委員会③の開催 

１２月下旬から１月中旬 

     パブリックコメント制度による意見募集 

１月下旬 パブリックコメント意見結果取りまとめ 

１月   自殺対策ワーキング会議④の開催 

２月   ＳＣかめおか自殺対策委員会④の開催 

３月   「第２期亀岡市自殺対策計画」の策定 

 

３



【 別紙１ 】 第２ 期亀岡市自殺対策計画（ 案）（ 抜粋）  

１．施策の体系図 
 

 
国は、「 地域自殺対策政策パッ ケ ージ 」 ※に お いて 、 全国的に 実施すべき こ と が

望ま し いと さ れて いる 項目を ５ つの基本施策と し て 示し て いま す。  

本市において は、国が示す基本施策に基づき 、本市における 自殺の課題を 整理し

た 上で 、 ６ つの基本施策に整理する と と も に、 本市の自殺の特徴を 踏ま え 、 ５ つの

重点施策を 設け、 体系的に取り 組みま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域自殺対策政策パッ ケ ージ … 

全国的に 実施さ れる こ と が望ま し い 施策群で あ る 「 基本パッ ケ ージ 」 と 自殺総合対

策大綱に 基づき 地域にお い て 「 優先的な 課題」 に 対する 施策について 詳し く 提示し

た 「 重点パッ ケ ージ 」 から 構成さ れて おり 、 都道府県及び市区町村が地域自殺対策

計画を 策定する た めに、 自殺総合対策推進セ ン タ ーが作成し て いる も の。  

国が示す基本施策 本市における基本施策 

（１）地域における ネッ ト 

ワークの強化 

（２ ）自殺対策を 支え る 

人材の育成 

（４ ）生き る こ と の促進  

要因への支援 

（３）住民への啓発と 周知 

（５）児童生徒の SOS の

出し方に関する教育 

 

 

 
（１）地域における ネッ ト  

ワークの強化 

（３）市民への啓発と周知 

（２ ）自殺対策を 支える

人材育成 

 
（５）生き る こ と の包括的

支援 

 
（６）子ども の生き ること へ

の支援 

 
（４ ）悩みを 抱え た 人の

「気づき」と 「発信」に

関する取り組み 

 ①「勤労者」への啓発 

 
②「生活困窮者」への 

幅広い支援 

 

③社会情勢も 踏まえ

た相談窓口の啓発・

周知 

 
④「ゲート キーパー」

のさ らなる養成 

 
⑤様々な機関が連携

する重層的な支援 

重点的に 

取り組む対象 

重点的に 

取り組む施策 

本市における重点施策 

新規 
新規 



２．亀岡市における自殺対策の課題のまと めと 次に向けてのポイ ント  
 

 

本市では「 勤労者」「 主婦」「 若者」 の自殺が多い傾向にあり 、 地域自殺実態プロフ ァ イ ル

においても 重点パッ ケージと し て「 子ども ・ 若者」「 勤務・ 経営」「 無職者・ 失業者」「 生活

困窮者」 が推奨さ れています。  

以上のこ と から 、 亀岡市が取り 組むべき課題と し て次の５ 点が挙げら れます。  

 

 

１ ．「 勤労者」 への啓発 

    本市の自殺者の中でも 勤労者が最も 多い状況です。特に同居人がいる人の割合が高い

にも 関わら ず、 自殺に追い込まれる事例が多く なっ ています。 その原因と し ては、 職場

における対人関係や長時間労働によるスト レスなどの悩みを抱えつつも 、「 どこ に相談

し たら よいかわから ない」、「 企業のメ ンタ ルヘルスへの関心の薄さ 」 などが考えら れま

す。 加えて、 若い世代から 心の健康に関する啓発を行う と と も に、 相談窓口に関する情

報提供を充実さ せていく こ と も 長期的な視点から 重要なこ と です。  

また、 家族や職場などの周囲の人が「 悩みを抱える人」 に気付く こ と が出来なかっ た

こ と も 原因の一つと し て考えら れます。そのため、 勤労者本人だけでなく 、 その周囲の

人に対し ての啓発も 重要な課題と なっ ています。  

 

２ ．「 生活困窮者」 への幅広い支援 

    地域自殺実態プロフ ァ イ ルによると 、本市では自殺者の特性上位に無職者が挙げら れ

ており 、 その背景と し て失業や生活苦、 借金などをはじ めと する「 生活困窮」 が挙げら

れています。 また、 自殺に至るプロセスにおいても 、 コ ロナ禍の影響も 含め、 様々な問

題から 経済的に行き 詰まり 自殺に追い込まれる事例が多く 、生活困窮者への対応が依然

と し て課題です。 加えて、 生活困窮者が少し でも 支援機関につながるよう 、 啓発を行っ

ていく こ と が必要です。  

 

３ ． 社会情勢も 踏まえた相談窓口の啓発・ 周知 

    心の悩みを抱えながら も 相談支援につながら ない、どこ に相談し たら よいかわから な

いと いっ た人に相談窓口を伝えていく こ と が課題と なっ ています。そのため、より 多く

の人に啓発・ 周知を行い、 自ら の悩みへの「 気づき 」 と「 発信」 につなげるこ と が課題

と なっ ています。  

特に、 女性においてはコ ロナ禍を背景と し た孤立、 家庭内の不和、 家庭内での暴力や



虐待、失業などによる自殺、子ども では人と のコ ミ ュ ニケーショ ンの機会の減少や友人

関係の希薄化、孤立などにより 、自身の悩みを誰にも 相談でき ず自殺に至るケースが考

えら れます。こ のよう に自殺の要因は様々であり 、社会情勢にも 大き く 左右さ れるこ と

から 、その時々の情勢に沿っ た啓発の方法や内容、タ ーゲッ ト 層の選定を行っ ていく 必

要があり ます。また、自死により 家族等を亡く し た遺族への相談支援も 重要であり 、 そ

う し た自死遺族への啓発を行っ ていく 必要も あり ます。  

 

４ ．「 ゲート キーパー」 のさ ら なる養成 

    自ら 相談し たり 、Ｓ Ｏ Ｓ を発信し たり するこ と が困難な人も いるこ と から 、周囲の人

が悩みを抱える人に気づく こ と が重要です。そのためには、メ ンタ ルヘルスへの関心を

高め、ハイ リ スク になる前に支援につなげるためにも 、ゲート キーパーの養成に取り 組

むこ と が必要です。 また、 専門的な支援ができる人材の必要性も 高まっ ています。  

 

５ ． 様々な機関が連携する重層的な支援 

     悩みを 抱え る 人は、精神的な 課題の背景に生活困窮や家庭問題、健康問題な ど

複雑で 多岐に わた っ て お り 、 一つの相談機関で 解決する こ と は困難な こ と があ

り ま す。 そ のた め、 こ れら の相談を 受け止め、 様々な 関係機関と 連携し て 取り 組

む重層的な 支援が必要で す。  

 

 



健康福祉部地域福祉課 令和５年１２月１２日 環境市民厚生常任委員会資料 

 

亀岡市低所得世帯支援給付金事業（物価高騰対応）について 

 

１ 事業目的 

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、エネルギー・食料品価

格等の物価高騰の影響を大きく受けた低所得世帯の負担を軽減するために、１世帯当

たり７万円の現金を給付するものです。 

 

２ 事業期間 

   令和６年１月頃から令和６年３月頃まで（予定） ＊繰越の可能性あり 

    

３ 支給対象者 

   住民税非課税世帯 ＊基準日：令和５年１２月１日 

   世帯全員の令和５年度分の住民税均等割が非課税である世帯 

   ＊住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯は除く 

 

４ 給付額 

   ７０，０００円/世帯  ＊支給世帯数は、１０，４００世帯程度の見込み 

 

５ 給付方法 

過去に実施した類似の給付金と同じ口座または指定する口座に振込み 

 

６ 予算措置  

   予算額    ７５４，０００，０００円 

    内 事業費 ７２８，０００，０００円 ←10,400 世帯×70,000 円 

      事務費  ２６，０００，０００円 ←業務委託料、振込手数料、郵送料等 

 （事業費・事務費とも補助率１０／１０） 
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７ スケジュール（予定） 

   プッシュ型（課税情報等により対象世帯を特定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊前回給付金（３万円）の給付を受けた世帯で、基準日まで世帯の変更がない 

    場合などは、手続き不要の支給のお知らせを送付します。 

 

８ 広報関係 

  ア 広報かめおか 

     受付開始時期に合わせて記事を掲載し、制度を周知します。 

  イ ホームページ 

     ホームページでは、できるだけ早期に事業実施のお知らせを掲載するとともに、 

     準備ができ次第、制度についての周知及び申請様式等を掲載します。 

 

●プッシュ型給付までのフローイメージ図（見込）

税情報等を用いて対
象となる世帯を抽出

案内及び確認書を作
成し、該当者に送付

①郵送
案内及び確認書 受取

内容確認
②郵送

確認書記入及び 返送

支給決定
③決定通知書の送付

振込事務
④指定口座へ給付金振込

亀　岡　市
住民税均等割
非 課 税 世 帯

①市民への手続き書類の郵送 

    令和６年１月下旬開始 

②手続き書類受付開始日 

（市民から市への確認書返送） 

    令和６年２月１日 

③支給決定通知の送付 

    令和６年２月以降順次 

④給付金口座振り込み 

    令和６年２月～４月毎木曜日 

 


